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(57)【要約】
【課題】安全保護具を着用した作業者が容易に安全保護
具を着脱することができる衣服を提供する。
【解決手段】衣服１０は、ランヤード２が通される開口
部２０が、この開口部２０を塞ぐ上下各開口片２１，２
２と共に形成されている。後身頃１２は、開口部２０に
おいて、背面部１７から外側に張り出す筒状のカバー部
２４が備えられ、このカバー部２４の内側に開口部２０
が形成されている。カバー部２４は、基部２５が後身頃
１２に縫合され、先端部２６である開口縁２３に、紐２
７が通されている。紐２７が引っ張られることで、開口
縁２３が収縮して開口部２０が塞がれる。
【選択図】図２



(2) JP 3211063 U 2017.6.22

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　安全保護具が通される開口部が、この開口部を塞ぐ閉塞部と共に背面部に形成された、
　ことを特徴とする衣服。
【請求項２】
　前記開口部の開口縁を収縮させる収縮部が備えられた、
　ことを特徴とする請求項１に記載された衣服。
【請求項３】
　前記背面部から外側に張り出す筒状のカバー部が備えられ、このカバー部の内側に前記
開口部が形成された、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載された衣服。
【請求項４】
　前記カバー部が前記背面部の内側で留められる留部が備えられた、
　ことを特徴とする請求項３に記載された衣服。
【請求項５】
　前記留部が、扁平な状態の前記カバー部の先端部と前記背面部の内側との間に備えられ
た面ファスナーである、
　ことを特徴とする請求項４に記載された衣服。
【請求項６】
　防寒着である、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載された衣服。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、上半身に着用される衣服に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、屋内外の作業現場では、作業環境における物理的な接触や衝撃から身体を保護す
るため、また身体や衣服に汚れが付着することを防ぐために、作業者は作業服を着用する
。このような作業服は、様々な作業現場に応じて適したものが提案されている。例えば、
電子機器の製造現場では、静電気による影響を抑制することが求められ、下記特許文献１
に記載された制電作業服によれば、制電効果を高めることができる。
【０００３】
　ところで、高所などの作業現場では、例えばランヤードなどの安全保護具を着用するこ
とが義務付けられている。ランヤードを着用する場合、作業者は作業服の上から各種のハ
ーネス型安全帯を上半身に着用し、背中のあたりでランヤードをハーネス型安全帯に接続
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１７６８９６号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記したとおり、ハーネス型安全帯が作業服の上から着用された場合、ランヤ
ードが妨げとなって作業服の上に防寒着などの他の衣服を着用することができない。仮に
、防寒着の上からハーネス型安全帯が着用された場合、防寒着を脱ぐ際、ハーネス型安全
帯を外す必要があるため、寒暖に応じて柔軟に防寒着を着脱することができない。
【０００６】
　本考案は、この様な実情に鑑みて提案されたものである。すなわち、安全保護具を着用
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した作業者が容易に着脱することができる衣服の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本考案に係る衣服は、安全保護具が通される開口部が、こ
の開口部を塞ぐ閉塞部と共に背面部に形成された、ことを特徴とする。
【０００８】
　本考案に係る衣服は、前記開口部の開口縁を収縮させる収縮部が備えられた、ことを特
徴とする。
【０００９】
　本考案に係る衣服は、前記背面部から外側に張り出す筒状のカバー部が備えられ、この
カバー部の内側に前記開口部が形成された、ことを特徴とする。
【００１０】
　本考案に係る衣服は、前記カバー部が前記背面部の内側で留められる留部が備えられた
、ことを特徴とする。
【００１１】
　本考案に係る衣服は、前記留部が、扁平な状態の前記カバー部の先端部と前記背面部の
内側との間に備えられた面ファスナーである、ことを特徴とする。
【００１２】
　本考案に係る衣服は、防寒着である、ことを特徴とする。
【考案の効果】
【００１３】
　本考案に係る衣服は、上記した構成である。この構成により、開口部を通して安全保護
具が着脱されるため、衣服が着用された状態で安全保護具が着脱される。したがって、安
全保護具を着用した作業者が容易に衣服を着脱することができる。また、閉塞部により、
安全保護具が通された状態で開口部が狭まる程度に閉塞されるため、冷気が衣服の内側に
入ることを防ぐことができる。また、安全保護具が着用されない場合であれば、閉塞部に
よって開口部を閉塞することで冷気が衣服の内側に入ることを防ぐことができる。
【００１４】
　本考案に係る衣服は、開口部の開口縁を収縮させる収縮部が備えられている。すなわち
、安全保護具が開口部に通された状態で、収縮部によって開口縁が収縮するため、冷気が
開口部から衣服の内側に入ることを防ぐことができる。
【００１５】
　本考案に係る衣服は、背面部から外側に張り出す筒状のカバー部が備えられ、このカバ
ー部の内側に開口部が形成されている。すなわち、カバー部によって安全保護具の一部が
覆われる。したがって、安全保護具と外部環境との干渉を防ぐことができる。また、安全
保護具が開口部に通された状態で、収縮部によって開口縁が収縮するため、冷気が開口部
から衣服の内側に入ることを防ぐことができる。
【００１６】
　本考案に係る衣服は、カバー部が背面部の内側で留められる留部が備えられている。す
なわち、安全保護具を使用しない場合、カバー部を留部で留めることで収納することがで
きる。
【００１７】
　本考案に係る衣服は、留部が、扁平な状態のカバー部の先端部と背面部の内側との間に
備えられた面ファスナーである。すなわち、カバー部が扁平な状態で面ファスナーを介し
て衣服の内側に張り付くため、安全保護具を使用しない場合に嵩張らせることなくカバー
部を収納することができる。また、面ファスナーであれば留部を簡便に構成することがで
きる。
【００１８】
　本考案に係る衣服は、防寒着である。すなわち、安全保護具を着用した作業者が、容易
に防寒着を着脱することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本考案の第一実施形態に係る衣服の正面部が示された正面図である。
【図２】本考案の第一実施形態に係る衣服が着用された状態において、背面部が示された
使用状態背面斜視図である。
【図３】本考案の第一実施形態に係る衣服の開口部およびカバー部が示され、（ａ）は開
口部が閉じた状態の閉塞状態図、（ｂ）は開口部が開いた状態の開口状態図である。
【図４】本考案の第一実施形態に係る衣服のカバー部および留部が示された収納状態図で
ある。
【図５】本考案の第二実施形態に係る衣服の開口部が示され、（ａ）は開口部が閉じた状
態の閉塞状態図、（ｂ）は開口部が開いた状態の開口状態図である。
【図６】本考案の第三実施形態に係る衣服の開口部および収縮部が示され、（ａ）は開口
部が閉じた状態の閉塞状態図、（ｂ）は開口部が開いた状態の開口状態図である。
【考案を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本考案の第一実施形態に係る衣服を図面に基づいて説明する。図１は、本考案
の第一実施形態に係る衣服１０の正面部側が示されている。
【００２１】
　図１において、衣服１０は、例えば作業服であり、また、作業服の上から着用される防
寒着である。衣服１０は、前身頃１１、後身頃１２、袖１３、襟１４などが縫製されたも
のである。前身頃１１の一部は、胸部近傍にフック掛け部４が備えられている。詳説すれ
ば、フック掛け部４は、前身頃１１において身幅方向の左右両胸に備えられたポケット１
５の蓋１６と同じ位置に配置されている。フック掛け部４は、安全保護具としてのランヤ
ード２（図２参照）のフック（図示省略）が適宜引っ掛けられる。フック掛け部４は、い
わゆるＤ環５と、このＤ環５を前身頃１１に着脱するための帯部材８とから構成されてい
る。Ｄ管５は、フックが引っ掛けられる環状の引掛け部６と、帯部材８が通される被取付
部７とが連接されて構成されている。帯部材８は、例えば面ファスナー（図示省略）など
を介して前身頃１１に着脱自在であり、または前身頃１１に直に縫合されている。帯部材
８は、Ｄ環５の被取付部７に通され、Ｄ環５を支持している。
【００２２】
　次に、衣服１０の背面部１７側を図面に基づいて説明する。図２は、作業者１が衣服１
０を着用した状態における衣服１０の後身頃１２が示されている。
【００２３】
　図２に示されているとおり、衣服１０の後身頃１２における背面部１７は、ランヤード
２が通される開口部２０が、この開口部２０を塞ぐ閉塞部と共に形成されている。開口部
２０は背面部１７に形成された孔であり、作業者１は、ハーネス型安全帯３を着用した上
から衣服１０を着用し、ハーネス型安全帯３に、開口部２０に通されたランヤード２が接
続されている。
【００２４】
　ここで、衣服１０の開口部２０を図面に基づいて説明する。図３は、衣服１０を背面部
１７側から視した開口部２０が示されている。
【００２５】
　図２および図３に示されているとおり、閉塞部は、身幅方向に長手である長方形の上側
開口片２１と下側開口片２２とから構成されている。各開口片２１，２２が重ね合わせら
れることで、開口部２０が閉塞し、一方、各開口片２１，２２が着丈方向に上下に開けら
れることで開口部２０が開口される。上側開口片２１は、下側の縁辺を除いて、上側およ
び左右側の各縁辺が後身頃１２に縫合され、一方で、下側開口片２２は、上側の縁辺を除
いて、下側および左右側の各縁辺が後身頃１２に縫合されている。後身頃１２は、開口部
２０において、背面部１７から外側に張り出す筒状のカバー部２４が備えられ、このカバ
ー部２４の内側に開口部２０が形成されている。カバー部２４は、基部２５が後身頃１２
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に縫合され、先端部２６である開口縁２３に、収縮部としての紐２７が通されている。す
なわち、紐２７が引っ張られることで、開口縁２３が収縮して開口部２０が塞がれる。な
お、収縮部はゴム紐などであってもよい。また、各開口片２１，２２は、互いが面ファス
ナー（図示省略）を介して着脱される構成であってもよい。
【００２６】
　ここで、カバー部２４が収納された状態を図面に基づいて説明する。図４は、正面部側
から視した衣服１０において、前身頃１１の一部が省略されて後身頃１２の内側が表れて
いる。
【００２７】
　図４に示されているとおり、カバー部２４は、後身頃１２において、背面部１７の内側
に張り出され、留部２８で留められて収納される。カバー部２４は、衣服１０を含めて例
えば綿製またはナイロン製であり、袋状や扁平に自在に変形するため、使用されない場合
は、背面部１７の内側において扁平に畳まれた状態で後身頃１２に沿って留部２８を介し
て収納される。ここで、留部２８は、カバー部２４の先端部２６と背面部１７の内側との
間に備えられた面ファスナーである。詳説すれば、面ファスナーは、互いに着脱される一
対で構成され、一方が、カバー部の先端部２６において、身幅方向の左右両端部に縫合さ
れ、他方が、一方と対面して後身頃１２に縫合されている。なお、面ファスナーは、カバ
ー部２４の先端部２６において、身幅方向に長手であってもよく、留部は、ボタンホール
（図示省略）に通されて留められるボタン（図示省略）、スナップボタン（図示省略）な
どであってもよい。
【００２８】
　次に、第二実施形態に係る衣服の開口部２２０を図面に基づいて説明する。図５は、衣
服を背面部１７側から視した開口部２２０が示されている。
【００２９】
　図５に示されているとおり、開口部２２０は、第一実施形態に係る衣服１０の開口部２
０と異なり、カバー部２４が備えられていない。閉塞部は、第一実施形態と同様に、身幅
方向に長手である長方形の上側開口片２２１と下側開口片２２２とから構成されている。
各開口片２２１，２２２が重ね合わせられることで、開口部２２０が閉塞し、一方、各開
口片２２１，２２２が着丈方向に上下に開けられることで開口部２２０が開口される。上
側開口片２２１は、下側の開口縁２２３ａを除いて、上側および左右側の各縁辺が後身頃
１２に縫合され、一方で、下側開口片２２２は、上側の開口縁２２３ｂを除いて、下側お
よび左右側の各縁辺が後身頃１２に縫合されている。
【００３０】
　次に、第三実施形態に係る衣服の開口部３２０を図面に基づいて説明する。図６は、衣
服を背面部１７側から視した開口部３２０が示され、左半分が、背面部１７の外側であり
、右半分が、背面部１７の外側から内側が透けた状態が示されている。
【００３１】
　図６に示されているとおり、開口部３２０は、第一実施形態に係る衣服１０の開口部２
０と異なり、カバー部２４が備えられてなく、一方、衣服１０においてカバー部２４に備
えられた収縮部が、開口部３２０に備えられている。閉塞部は、第一実施形態と同様に、
身幅方向に長手である長方形の上側開口片３２１と下側開口片３２２とから構成されてい
る。各開口片３２１，３２２が重ね合わせられることで、開口部３２０が閉塞し、一方、
各開口片３２１，３２２が着丈方向に上下に開けられることで開口部３２０が開口される
。なお、各開口片３２１，３２２の縫合については、第一実施形態と同一であるため、縫
合についての説明は省略する。
【００３２】
　開口部３２０は、背面部１７の内側に収縮部が備えられている。収縮部は、例えばゴム
製であり、身幅方向に長手である長方形の上側収縮片３２９と下側収縮片３３０とから構
成されている。各収縮片３２９，３３０が重ね合わせられることで、開口縁３２３ａ，ｂ
が収縮して開口部３２０が閉塞し、一方、各収縮片３２９，３３０が着丈方向に上下に伸
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長されて開口部３２３ａ，ｂが開口される。上側収縮片３２９は、下側の開口縁３２３ａ
を除いて、上側および左右側の各縁辺が後身頃１２に縫合され、一方で、下側収縮片３３
０は、上側の開口縁３２３ｂを除いて、下側および左右側の各縁辺が後身頃１２に縫合さ
れている。
【００３３】
　上記のとおり、各実施形態に係る衣服が構成されている。次に、各衣服の効果を説明す
る。
【００３４】
　図２において、上記したとおり、衣服１０によれば、後身頃１２における背面部１７は
、ランヤード２が通される開口部２０が形成され、この開口部２０において、背面部１７
から外側に張り出す筒状のカバー部２４が備えられている。すなわち、ランヤード２が開
口部２０に通されるため、作業服の上にハーネス型安全帯３を着用した作業者１が、ハー
ネス型安全帯３の上から衣服１０を着用し、衣服１０を着用した状態でハーネス型安全帯
３にランヤード２を接続することができる。一方、作業者１は、ハーネス型安全帯３から
ランヤード２を外すことで、ハーネス型安全帯３を着用したまま衣服１０を脱ぐことがで
きる。したがって、容易に衣服１０を着脱することができる。また、ランヤード２が開口
部２０に通された状態で、紐２７が引っ張られ、開口縁２３が収縮して開口部２０が塞が
れることで、カバー部２４によってランヤード２の一部が覆われる。したがって、ランヤ
ード２と外部環境との干渉を防ぐことができ、また、開口部２０から冷気が衣服１０の内
側に入ることを防ぐことができる。
【００３５】
　衣服１０によれば、カバー部２４は、例えば、綿混製、ポリエステル製、綿製、ナイロ
ン製などであり、袋状や扁平に自在に変形するため、使用されない場合は、図４に示され
ているとおり、背面部１７の内側において扁平に畳まれた状態で後身頃１２に沿って留部
２８を介して収納される。留部２８は、カバー部２４の先端部２６と背面部１７の内側と
の間に備えられた面ファスナーである。すなわち、カバー部２４が扁平な状態で面ファス
ナーを介して衣服１０の内側に張り付くため、ランヤード２を使用しない場合に嵩張らせ
ることなくカバー部２４を収納することができる。また、面ファスナーであれば留部２８
を簡便に構成することができる。
【００３６】
　図５に示されているとおり、第二実施形態の衣服によれば、開口部２２０において、上
側開口片２２１と下側開口片２２２とが後身頃１２に縫合されている。各開口片２２１，
２２２が重ね合わせられることで、開口部２２０が閉塞し、一方、各開口片２２１，２２
２が着丈方向に上下に開けられることで開口部２２０が開口される。すなわち、ランヤー
ド２が開口部２２０に通されるため、ハーネス型安全帯３の上から衣服を着用し、ハーネ
ス型安全帯３にランヤード２を接続することができる。一方、作業者１は、ハーネス型安
全帯３からランヤード２を外すことで、ハーネス型安全帯３を着用したまま衣服を脱ぐこ
とができる。したがって、容易に衣服を着脱することができる。また、各開口片２２１，
２２２により、ランヤード２が通された状態で開口部２２０が狭まる程度に閉塞されるた
め、冷気が衣服の内側に入ることを防ぐことができる。また、ランヤード２が着用されな
い場合であれば、開口部２２０を閉塞することで冷気が衣服の内側に入ることを防ぐこと
ができる。
【００３７】
　図６に示されているとおり、第三実施形態の衣服によれば、第二実施形態に係る衣服と
同様に、容易に衣服を着脱することができる。また、開口部３２０は、収縮部として、ゴ
ム製の上側収縮片３２９と下側収縮片３３０とが後身頃１２に縫合されている。この構成
により、ランヤード２が開口部２２０に通された状態で、各収縮片３２９，３３０によっ
て開口縁３２３ａ，ｂが収縮するため、開口部３２０から冷気が衣服の内側に入ることを
防ぐことができる。
【００３８】
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　各実施形態に係る衣服を防寒着として用いれば、作業服の上にハーネス型安全帯３を着
用した作業者１が、ハーネス型安全帯３の上から防寒着として各衣服を着用し、ハーネス
型安全帯３にランヤード２を接続することができる。したがって、容易に各衣服を着脱す
ることができる。
【００３９】
　以上、本考案の実施形態を詳述したが、本考案は上記実施形態に限定されるものではな
い。そして本考案は、実用新案登録請求の範囲に記載された事項を逸脱することがなけれ
ば、種々の設計変更を行うことが可能である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　　　　　　　　作業者
　２　　　　　　　　　　ランヤード（安全保護具）
　３　　　　　　　　　　ハーネス型安全帯
　４　　　　　　　　　　フック掛け部
　５　　　　　　　　　　Ｄ環
　６　　　　　　　　　　引掛け部
　７　　　　　　　　　　被取付部
　８　　　　　　　　　　帯部材
　１０　　　　　　　　　衣服
　１１　　　　　　　　　前身頃
　１２　　　　　　　　　後身頃
　１３　　　　　　　　　袖
　１４　　　　　　　　　襟
　１５　　　　　　　　　ポケット
　１６　　　　　　　　　蓋
　１７　　　　　　　　　背面部
　２０，２２０，３２０　開口部
　２１，２２１，３２１　上側開口片（閉塞部）
　２２，２２２，３２２　下側開口片（閉塞部）
　２３，２２３ａ～ｂ，３２３ａ～ｂ　開口縁
　２４　　　　　　　　　カバー部
　２５　　　　　　　　　基部
　２６　　　　　　　　　先端部
　２７　　　　　　　　　紐（収縮部）
　２８　　　　　　　　　留部（面ファスナー）
　３２９　　　　　　　　上側収縮片（収縮部）
　３３０　　　　　　　　下側収縮片（収縮部）
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